
 

 

新 旧 

福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領 

制  定 令和４年３月１８日３企技第１４４２号  

一部改訂 令和４年６月１６日４企技第 ３５１号  

 

７ システム活用にかかる費用  

(１)推奨工事においては、受注者が全額負担するものとする。 （削除） 

(２)義務化工事においては、（削除）４(２)に掲げる基準を達成出来た場合に、カードリーダー購入

費用（新規購入分）及び現場利用料について、工事請負費率の対象とし、以下のとおり、支出実績

に基づき精算変更を行う。  

［土木工事の場合］  

共通仮設費として積み上げ計上する。諸経費については、全て対象外とする。  

［建築関係工事の場合］  

共通仮設費に積み上げ計上する。諸経費については、現場管理費及び一般管理費の対象にしないこと

とする。  

  

①②（省略）  

  

１０ 附則  

   この要領は、令和４年４月１日以降に起工する工事から適用する。 

   この要領は、令和４年７月１日以降に起工する工事から適用する。 

 

 

 

福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領 

制  定 令和４年３月１８日３企技第１４４２号  

一部改訂 令和４年６月  日４企技第 ３５１号  

 

７ システム活用にかかる費用  

(１)推奨工事においては、受注者が全額負担するものとする。  

(２)義務化工事においては、４(２)に掲げる基準を達成出来た場合に、カードリーダー購入費用（新

規購入分）及び現場利用料について、工事請負費率の対象とし、以下のとおり、支出実績に基づき

精算変更を行う。  

［土木工事の場合］  

共通仮設費として積み上げ計上する。諸経費については、全て対象外とする。  

［建築関係工事の場合］  

共通仮設費に積み上げ計上する。諸経費については、現場管理費及び一般管理費の対象にしないこと

とする。  

  

①②（省略）  

 

１０ 附則  

   この要領は、令和４年４月１日以降に起工する工事から適用する。 

   この要領は、令和４年７月１日以降に起工する工事から適用する 
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